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議
長
(
石
井
正
君
)

が
あ
・
9
ま
し
た
。

議
案
並
び

K
説
明
書
を
配
付
い
た
さ
せ
ま
す
。
配
付
漏
れ
は
ど
ざ
い
ま
せ

ん
か

l
l配
付
漏
れ
な
し
と
認
め
ま
す
。

本
臼
の
議
事
は
b
手
元

K
記
付
の
日
韓
表
K
よ
h
y
行
い
ま
す
。

た
だ
h
ま
市
長
か
ら
議
案
並
び

K
説
明
書
の
送
付

会
議
録
署
名
善
良
の
指
名

。
議
長
(
石
井
正
君
〉
日
程
詰
て
会
議
録
署
名
議
員
の
猪
名
を
行
い
ま
す
。

四
番
議
員
損
溝
功
君
、
二
五
番
議
員
五
十
嵐
昇
君
、
以
上
両
君
を
指
名



い
た
し
ま
す
。会

期

の

決

定

。
議
長
ハ
石
井
正
君
〉
日
程
第
一
一
、
会
期
の
決
定
を
行
い
ま
す
。

本
定
例
会
の
会
期
K
っ
き
、
議
会
連
営
協
議
会
の
意
見
は
本
九
月
三
日
か

ら
九
月
十
一
日
ま
で
の
九
日
間
と
い
ラ
と
と
で
あ
h
y
ま
す
。

h

，
諮
り
い
た
し
ま
す
。
会
期
を
丸
日
間
と
定
め
ま
す
と
と
K
御
異
議
あ
h
y

ま
せ
ん
か
。

ハ
「
異
議
左
心
」
と
呼
ぶ
者
あ
h
y
〉

。
議
長
一
〈
石
井
正
君
)
御
異
議
念
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
会
期
は
九
月

三
日
か
ら
九
月
十
一
日
ま
で
の
'
九
日
間
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

会

議

日

程

C

決

定

。
議
長
一
〈
石
井
正
君
)
日
程
第
三
、
会
議
日
程
の
決
定
を
行
い
ま
す
。

h
F

諮
h
y
い
た
し
ま
す
o
b
手
元
K
配
付
い
た
し
ま
し
た
会
議
日
程
表
は
本

定
例
会
の
大
体
の
白
取
h
y
予
定
で
あ
・
9
ま
ナ
が
、
議
会
運
営
協
議
会
の
意
見

に
よ
h
y
作
成
い
た
し
ま
し
た
。

本
定
例
会
を
か
が
む
ね
と
の
会
議
泊
程
表
に
よ
h
y
還
び
ま
す
と
と
も
K
、

そ
の
問
議
案
の
追
加
ま
た
は
議
事
の
都
合
等

K
よ
h
y
を
し
て
そ
の
都
度
と
れ

を
改
め
る
と
と
K
し
て
、
大
体
と
の
よ
う

K
い
た
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
と

れ
に
御
異
議
あ
h
J
ま
せ
ん
か
。

(
「
異
議
念
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〉

。
議
長
(
若
井
正
君
〉
御
異
議
左
し
と
認
め
ま
す
。
ょ
」
っ
て
会
議

E
智
は

決
定
い
た
し
ま
し
た
。

議

案

の

上

程

...... 

。
議
長
(
石
井
正
君
〉
日
程
第
四
、
議
案
第
三
十
九
号
乃
至
議
案
第
四
十

八
号
及
び
認
定
第
一
号
乃
歪
認
定
第
七
号
を
一
括
し
て
議
題
と
し
、
と
れ
よ

・9
各
議
案
の
提
案
理
由
の
説
明
を
求
め
ま
す
。

r
L
1十
円

-

叫

提

案

理

由

の

説

明

L

J

t

 
刊、

(
市
長
半
、
岸
良
一
君
登
壇
〉
、
ぷ

。
市
長
〈
半
津
良
一
君
〉
本
目
、
と
と
に
第
一
一
一
面
定
例
市
議
会
を
招
集
い
た

し
、
当
面
す
る
語
案
件
に
つ
い
て
審
議
を
か
願
い
す
る
と
と
と
い
た
し
ま
し
、

た
が
、
議
員
各
位
K
は
、
御
多
忙
の
と
ζ

ろ
を
御
出
席
い
た
だ
き
あ
h
y
が
と

う
ど
ざ
い
ま
す
。

般一
議
案

件

今
回
、
提
案
h
た
し
ま
す
案
件
は
、
条
例
関
係
亙
件
、

補
正
予
算
四
件
及
び
認
定
七
件
で
あ
h
y
ま
す
。

以
下
、
そ
の
概
要

K
つ
い
て
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

ま
ず
、
議
案
第
三
十
九
号
非
常
勤
の
特
別
職
の
職
員
K
係
る
報
酬
及
び
費

用
弁
償
K
関
す
る
条
例
の
一
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
K
?
い
て
で
あ

b

ま
す
が
、
今
回
、
月
額
報
酬
表
中
K
、
新
た
K
嘱
託
医
二
十
五
万
円
を
加
え

よ
う
と
す
る
条
例
の
一
部
改
正
を
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
タ
会
す
。
現
往

保
健
業
務
の
う
ち
、
各
種
予
防
接
種
業
務
院
つ
い
て
は
、
地
元
医
師
会
の
御

協
力
を
得
て
実
施
し
て
h
v
h
y
ま
ず
が
、
予
防
接
種
担
当
医
師
が
開
業
医
唱
で
あ

る
た
め
w

接
靖
時
間
は
午
後
の
時
間
帯
の
み
に
制
約
さ
れ
て
h
v
b
、
加
え
て

乳
幼
児
の
予
防
接
種
K
つr
き
を

ιて
は
、
市
民
一
宅
シ
タ
ー
と
公
鹿
島
m描
出
日
分

館
の
ニ
カ
一
所
を
接
種
会
場
と
し
て
実
施
し
て
品
z
u
w
b
安
し
た
'
が
、
と
の
た
び

h
g

顕
い
ナ
る
嘱
託
医
は
主
と
し
て
予
防
接
，
穫
を
担
当
す
本
わ
け
で
、
と
れ
V
件

、
よ
ー
グ
午
前
中
の
予
防
接
種
ぢ
可
能
と
な
h
y
、
.
接
種
会
場
も
増
設
で
き
、
被
接

種
者
の
待
時
間
も
短
縮
で
き
る
も
の
で
あ
タ
ま
す
。
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次
w
h
、
議
案
第
四
十
号
館
山
市
災
害
住
宅
復
旧
資
金
の
貸
付
け
に
関
す

る
条
例
を
廃
止
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て
で
あ
h
y
ま
す
が
、
と
の
条
例
は
、

当
初
、
災
害
K
よ
h
y
纏
災
し
た
市
民
K
住
宅
復
旧
の
資
金
を
市
が
貸
付
け
、

早
期
更
生
の
助
長
を
図
る
目
的
を
も
っ
て
制
定
さ
れ
ま
し
た
が
、
と
の
た
び

住
宅
建
設
資
金
利
子
補
給
金
交
付
制
度
を
設
け
る
と
と
と
左
夕
、
多
く
の
市

民
を
対
象
と
す
る
弾
力
性
あ
る
と
の
制
度
を
活
用
す
る
た
め
、
さ
ら
K
は
市

民
の
持
ち
家
制
度
を
も
推
進
し
て
い
〈
た
め
、
今
回
本
条
例
を
廃
止
し
よ
う

と
す
る
も
の
で
あ
h
p
ま
す
。

次
に
、
議
案
第
四
十
一
号
館
山
市
福
祉
作
業
所
の
設
置
及
び
管
理

K
関
す

る
条
例
の
制
定
K
つ
い
て
で
る
b
ま
す
が
、
か
ね
て
建
設
中
の
館
山
市
福
祉

作
業
所
を
本
年
十
月
一
日
か
ら
関
所
す
る
た
め
、
地
志
、
自
治
法
第
二
百
四
十

四
条
の
二
第
一
演
の
規
定
K
よ
夕
、
館
山
市
福
祉
作
業
所
の
設
置
及
び
管
理

K
関
す
る
条
例
を
制
定
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
h
y
ま
す
。

ζ

の
福
祉
作
業

所
は
、
在
宅
心
身
障
害
者
を
対
象
と
し
た
公
の
施
設
と
じ
て
、
社
会
生
活
に

か
け
る
適
応
性
を
高
め
る
た
め
、
日
常
生
活
及
び
作
業
の
技
術
指
導
を
行
い
、

そ
の
自
立
と
助
長
を
図
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
タ
ま
す
。

施
設
の
名
称
は
、
館
山
市
福
祉
作
業
所
と
し
、
そ
の
位
置
は
館
山
市
湊
四

O
三
番
地
、
建
坪
五
十
坪
、
鉄
骨
平
家
建
を
も
っ
て
市
内
K
居
住
す
る
十
五

歳
以
上
の
通
所
可
能
な
心
身
障
害
者
を
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
タ
ま
す
。
指

設
の
管
理
、
運
営
K
つ
い
て
は
、
と
れ
ら
目
的
を
効
果
的
に
達
成
す
る
た
め
、

社
会
福
祉
法
人
館
山
市
社
会
福
祉
協
議
会
K
委
託
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ

h
y
ま
す
。

次
K
、
議
案
第
四
十
二
号
館
山
帝
国
民
健
康
保
険
財
政
調
整
基
金
の
設
置

管
理
及
び
処
分
K
関
す
る
条
例
の
制
定
K
つ
い
て
で
あ
h
y
ま
す
が
、
国
民
健

康
保
険
事
業
の
健
全
念
発
展
に
資
す
る
た
め
、
地
方
自
治
法
第
二
百
四
十
一

e 
4 

条
の
規
定
に
基
づ
き
、
館
山
市
国
民
健
康
保
険
財
政
調
整
基
金
を
設
け
、
そ

の
設
置
、
管
理
及
び
処
分
K
関
ナ
る
条
例
を
制
定
し
、
館
山
市
国
民
健
康
保

険
財
政
の
円
滑
な
運
営
を
図
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ

b
ま
す
。

基
金
の
積
立
て
は
、
当
該
年
度
の
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
で
定
め
る
額

と
し
、
基
金
の
運
用
益
は
、
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
の
歳
入
歳
出
予
算

κ

計
上
の
上
、
基
金

K
編
入
す
る
も
の
で
あ
h
y
ま
す
。

念
会
、
義
金
の
処
分
は
、
財
政
調
整
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、

基
金
の
全
都
ま
た
は
一
部
を
自
民
健
康
保
険
特
別
会
計
の
歳
入
歳
出
予
算
K

計
上
し
て
処
分
す
る
と
と
が
で
き
る
と
す
る
も
の
で
、
と
の
条
例
は
公
布
の

白
か
ら
施
行
す
る
も
の
で
あ
h
y
ま
す
。

次
K
、
議
案
第
四
十
三
号
土
地
改
良
事
業
の
施
行
K
つ
い
て
で
あ
h
y
ま
す

が
、
市
営
土
地
改
良
事
業
を
実
施
す
る

K
当
た
h
y
、
土
地
改
良
法
第
九
十
六
一

条
の
こ
第
二
項
の
規
定

K
基
づ
き
議
会
の
承
認
を
求
め
る
も
の
で
あ
h
y
ま
す
。

8

本
事
業
は
、
水
田
利
用
再
編
対
策
促
進
の
一
環
と
し
て
、
乾
田
化
、
集
団
同

化
を
図
る
た
め
の
転
換
水
田
整
備
事
業
艇
よ
る
ほ
場
整
備
を
行
う
も
の
で
あ

・9
ま
す
。
施
行
場
廃
は
市
内
中
堅
字
下
田
の
一
部
及
び
犬
石
字
蒲
生
下
の
一

部
一
・
五
三
ヘ
ク
且
7
1
ル
を
受
益
と
し
、
昭
和
五
十
四
、
五
十
五
年
度
の
二

カ
年
で
完
了
す
る
箭
函
で
あ
h
y
、
事
業
費
拡
一
千
百
万
円
以
内
、
施
行
方
法

K
つ
い
て
は
、
調
査
、
設
計
、
施
毎
等
は
社
団
法
人
千
葉
県
農
業
開
発
公
社

に
提
勉
、
登
記
事
務
等
は
社
団
法
A
千
葉
県
土
地
改
良
事
業
団
体
連
合
会
K

そ
れ
ぞ
れ
委
託
し
て
実
施
し
よ
う
&
す
る
も
の
で
あ
h
y
ま
す
。

次
K
、
議
案
第
四
十
四
号
館
山
市
中
里
地
区
土
地
改
良
事
業
分
担
金
徴
収

条
例
の
制
定
K
つ
い
て
で
あ
タ
ま
す
が
、
本
条
例
は
先
ほ
ど
御
説
明
申
し
上

げ
た
市
内
中
里
字
下
回
の
一
部
及
び
犬
石
字
蒲
生
下
の
一
部
を
受
益
と
し
た

土
地
改
良
事
業
実
施

K
伴
う
分
担
金
徴
収
条
例
で
あ
h
y
ま
す
。

ぉ晴雄綴持之与"''';;'''::;:_:..-~ 



分
担
金
の
総
額

K
つ
い
て
は
、
各
年
度
毎

K
事
業
費
の
総
額
か
ら
園
、
県

の
補
助
金
の
額
を
除
い
た
額
の
範
囲
内
で
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
分
担
金
を

負
担
す
べ
き
受
益
者
分
担
金
の
積
算
基
礎
、
徴
収
方
法
等
に
つ
い
て
必
要
念

事
項
を
定
め
る
も
の
で
あ
・
9
ま
す
。
念
会
、
と
の
条
例
は
公
布
の
日
か
ら
施

行
さ
れ
ま
す
が
、
昭
和
五
十
五
年
度
で
完
了
の
予
定
で
あ
h
y
ま
す
の
で
、
昭

和
五
十
六
年
三
月
三
十
一
日
で
失
効
す
る
も
の
で
あ
タ
ま
ナ
。

ま
た
、
館
山
市
坂
井
及
び
小
沼
地
区
土
地
改
良
事
業
分
担
金
徴
収
条
例
及

び
館
山
市
布
沼
地
区
農
道
改
修
事
業
分
担
金
徴
収
条
例
K
つ
い
て
は
、
分
担

金
も
滞
h
y
な
ぐ
納
入
さ
れ
、
事
業
も
完
了
し
て
い
る
の
で
、
と
の
こ
条
例
を

廃
止
す
る
も
の
で
あ
h
y
ま
す
。

次
w
h
、
議
案
第
四
十
五
号
昭
和
五
十
四
年
度
館
山
市
一
般
会
計
補
正
予
算

(
第
一
号
〉
で
あ
h
y
ま
す
が
、
歳
入
歳
出
予
算
と
し
ま
し
て
、
歳
入
歳
出
そ

れ
ぞ
れ
三
億
三
千
五
百
十
四
万
八
千
円
を
追
加
し
、
総
額
八
十
三
億
五
千
九

百
二
万
四
千
円
と
す
る
も
の
で
あ
h
y
ま
す
。

歳
出
の
う
ち
、
主
念
も
の
と
し
ま
し
て
、
総
務
費
で
市
長
官
父
際
費
の
不
足

分
と
し
て
百
万
円
、
市
庁
舎
議
会
棟
ひ
さ
し
及
び
玄
関
ポ

1
チ
屋
根
等
修
繕

工
事
費
の
不
足
分
と
し
て
二
百
四
十
万
円
、
県
営
那
古
山
急
傾
斜
地
崩
壊
防

止
工
事
地
元
負
担
金
で
百
万
円
の
ほ
か
、
近
〈
予
想
さ
れ
ま
す
衆
議
院
議
員

選
挙
及
び
最
高
裁
判
所
裁
判
官
国
民
審
査
費
で
六
百
八
十
八
万
円
。

民
生
由
貿
と
し
て
、
九
重
保
育
園
園
舎
改
築
工
事
費
の
不
足
分
と
し
て
五
百

四
十
万
円
。

9
1
1

符
生
費
と
し
て
、
国
民
健
康
保
険
財
政
調
整
基
金
へ
の
繰
出
金
と
し
て
二

千
万
円
、
ど
み
処
理
施
設
建
設
に
関
す
る
濠
境
影
響
調
査
委
託
料
と
し
て
五

百
万
円
。

農
林
水
産
業
費
と
し
て
、
館
山
市
農
業
畜
産
振
興
組
合
が
実
施
す
る
畜
産

斗J

農
家
の
ふ
ん
尿
処
理
及
び
地
力
向
上
を
図
る
た
め
必
要
な
施
設
建
設
費
補
助

金
と
し
て
三
千
二
百
五
十
三
万
四
千
円
、
竹
原
地
先
か
ら
三
芳
村
御
庄
K
至

る
食
道
の
改
良
に
伴
う
設
計
委
託
料
六
百
十
五
万
円
、
館
山
船
形
漁
協
が
実

施
す
る
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
動
の
中
心
と
念
る
鎗
設
建
設
費
及
び
活
動
推

進
事
業
費
補
助
金
と
し
て
五
千
三
百
三
十
八
万
円
並
び
に
同
漁
協
が
実
施
す

る
ク
ル
マ
エ
ビ
中
間
育
成
事
業
の
事
業
費
の
増
加

K
伴
う
補
助
金
の
追
加
分

と
し
て
百
二
十
四
万
五
千
円
、
と
れ
ら
の
補
助
金
は
い
ず
れ
も
圏
、
県
支
出

金
K
市
費
を
加
え
て
補
助
す
る
も
の
で
あ
h
y
ま
す
。

土
木
費
と
し
て
は
、
道
路
舗
装
工
事
費
で
八
百
六
十
九
万
円
、
下
水
路
工

事
費
の
追
加
分
と
し
て
七
百
五
十
万
円
。

教
育
費
と
し
て
、
第
三
中
学
校
建
設

K
伴
う
体
育
館
内
装
改
良
工
事
費
、

運
動
場
整
備
工
事
費
及
び
給
水
装
置
工
事
費
並
び

K
旧
館
山
高
校
校
舎
解
体

工
事
費
の
追
加
分
等
で
総
額
三
千
二
百
四
十
万
余
円
。

諸
支
出
金
と
し
て
、
前
年
度
繰
越
金
一
億
七
千
四
百
万
余
円
の
う
ち
一
億

五
千
万
円
を
地
方
財
政
法
第
七
条
の
規
定
K
よ
h
y
財
政
調
整
基
金
と
し
て
積

み
立
て
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
h
y
ま
す
。

と
の
ほ
か
、
八
橋
高
井
線
K
係
る
都
市
計
画
街
路
用
地
取
得
事
業
K
つ
い

て
千
葉
県
地
方
土
地
開
発
公
社

K
委
託
し
、
国
庫
補
助
事
業
と
し
て
施
行
す

る
年
度
で
市
が
買
収
す
る
た
め
の
債
務
負
担
行
為
並
び

K
同
事
業
を
施
行
す

る
た
め
、
千
葉
県
地
方
土
地
開
発
公
社
が
借
h
y
入
れ
る
資
金
K
係
る
損
失
補

償
を
す
る
た
め
債
務
負
担
行
為
の
補
正
が
あ
b
ま
す
。
ま
た
、
地
方
債
補
正

と
し
を
し
て
、
九
重
保
育
園
園
舎
改
築
事
業
債
ほ
か
の
変
更
が
多
b
ま
す
。

次
K
、
議
案
第
四
十
六
号
昭
和
五
十
四
年
度
館
山
市
国
民
健
康
保
険
特
別

会
計
補
正
予
算
(
第
一
号
〉
で
あ
・
9
ま
す
が
、
一
一
般
会
計
か
ら
の
繰
入
金
を

も
っ
て
財
政
調
整
基
金
K
二
千
万
円
を
積
み
立
て
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
b
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ま
す
。次

に
、
議
案
第
四
十
七
号
昭
和
五
十
四
年
度
館
山
市
国
民
宿
舎
特
別
会
計

補
正
予
算
(
第
一
号
)
で
あ
タ
を
す
が
、
鳩
山
荘
改
築
工
事
貨
の
不
足
分
と

し
て
三
子
百
五
十
万
円
の
追
加
を
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
h
y
ま
す
。

次
K
、
議
案
第
四
十
八
号
館
山
市
水
道
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
〈
第
一

号
)
K
つ
い
て
で
あ
h
y
】
ま
す
が
、
今
回
の
祷
正
は
去
る
三
月
三
十
日
付
で
千

葉
県
知
事
よ
り
許
可
が
あ
っ
た
中
央
水
道
、
南
部
西
部
簡
易
水
道
事
業
の
経

営
を
廃
止
し
て
、
同
月
三
十
一
日
付
で
館
山
市
水
道
事
業

κ
一
本
化
す
る
だ

め
の
変
更
認
可

K
伴
う
業
務
予
定
量
の
変
更
K
関
す
る
も
の
で
あ
h
y
ま
す
。

ま
た
、
収
益
的
支
出

K
つ
い
て
予
定
額
百
八
十
宜
万
円
を
追
加
し
、
総
額

四
億
一
千
七
百
六
十
六
万
七
千
円

K
、
資
本
的
収
入
支
出

K
つ
い
て
そ
れ
ぞ

れ
一
千
七
十
万
六
千
円
を
追
加
し
、
収
入
支
出
そ
れ
ぞ
れ
二
億
四
千
七
百
三

万
七
千
四

K
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
、

ζ

の
主
左
も
の
は
館
山
北
条
地
区
の

配
水
管
布
設
工
事
諦
負
費
で
あ
h
y
ま
す
。

次
K
、
認
定
第
一
号
乃
至
第
七
号
の
諸
案
件
は
、
い
ず
れ
も
昭
和
五
十
三

年
度
館
山
市
一
般
会
計
ほ
か
六
会
計
の
歳
入
歳
出
決
算
の
認
定
K
つ
い
て
、

地
方
自
治
法
等
の
規
定
K
基
づ
き
、
監
査
委
員
の
意
見
を
付
し
て
市
議
会
の

寵
定
を
hv
願
い
す
る
も
の
で
あ
タ
ま
す
。

顧
み
を
す
る

K
、
昭
和
五
十
三
年
度
に
歩
け
る
日
本
経
済
は
、
公
共
投
資

の
大
晦
拡
充
、
事
業
の
早
期
執
行
、
公
定
歩
合
の
引
き
下
げ
、
雇
用
対
策
等

の
財
政
措
置
K
よ
夕
、
民
間
の
需
要
が
堅
調
に
推
移
す
る
と
と
も
に
、
物
価

安
定
が
続
き
、
石
油
危
機
以
降
は
じ
め
て
内
需
を
中
心
と
し
て
景
気
の
回
復

傾
向
を
持
続
す
る
K
至
h
y
ま
し
た
。
し
か
し
念
が
ら
、
十
二
月
以
降
円
安
傾

向
を
一
ホ
ナ
と
同
時
K
卸
売
り
物
価
は
海
外
一
次
産
品
を
中
心
K
上
昇
を
示
し

て
か
夕
、
楽
観
で
き
念
い
状
況

K
あ
b
J
ま
す
。

を
た
、
財
政
面
で
は
、
五
十
年
度
以
来
多
額
の
公
債
K
依
存
し
て
診
夕
、

地
方
財
政
も
ζ

う
し
た
影
響
を
反
映
し
て
多
額
の
財
源
不
足
と
念
h
y
、
国
k

h
g

い
て
は
臨
時
地
方
特
例
吏
付
金
の
交
付
税
及
び
譲
与
税
配
付
金
特
別
会
計

へ
の
繰
h
y
入
れ
、
同
会
計
k
b
け
る
資
金
運
用
組
師
資
金
か
ら
の
借
h
y
入
れ
、

地
方
債
の
発
行
等

K
よ
夕
、
引
き
続
き
所
要
の
財
源
措
置
を
講
じ
て
い
る
が
、

地
方
財
政
を
取
h
y
巻
〈
環
境
は
厳
し
〈
、
好
転
の
き
ざ
し
は
念
い
状
況
に
あ

・9
ま
す
。

と
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
本
市
k
b
い
て
は
国
の
財
源
措
置
に
対
応
す

る
と
と
も

K
引
き
続
き
市

κ
bけ
る
全
般
的
念
再
検
討
を
行
い
、
経
費
の
節

減
を
図
る
と
と
も
に
限
ら
れ
た
財
源
を
効
率
的
K
し
か
も
重
要
度
、
緊
急
度

の
高
い
事
業
を
計
磁
的
に
執
行
す
る
ζ

と
に
配
慮
し
、
予
算
の
執
行
区
当
た

h
y
ま
し
て
は
、
前
年
度
決
算
審
査
特
別
委
員
会
及
び
予
算
審
査
特
別
委
員
会

主
タ
御
指
摘
、
要
請
の
あ
h
y
ま
し
た
事
項
を
十
分
配
慮
し
念
が
ら
、
人
間
尊

重
、
市
民
生
活
優
先
を
市
政
の
根
本
理
念
と
し
て
、
明
る
《
豊
か
念
住
み
主

い
文
化
福
祉
都
市
の
実
現

K
む
か
つ
て
、
館
山
市
根
幹
事
業
実
施
針
画

K
基

づ
〈
基
本
的
条
件
の
整
備
、
生
活
環
境
の
整
備
と
社
会
福
祉
の
充
実
、
産
業

の
振
興
、
一
教
育
文
化
水
準
の
向
上
K
努
め
て
ま
い
h
y
ま
し
た
。

ζ

の
結
果
、
昭
和
五
十
三
年
度
の
一
一
般
会
計
@
決
算
k
b
い
て
は
、
実
質

収
支
で
一
億
七
千
四
百
十
一
万
二
千
余
円
の
黒
字
決
算
を
遂
げ
る
と
と
が
で

き
・
ま
し
た
。

ま
た
、
特
別
会
計
k
b
き
・
ま
し
て
は
、
そ
の
運
営
の
合
理
化
を
た
適
正
化

を
図
h
y
念
が
ら
、
か
か
む
ね
予
算
ど
h
v
b
の
執
行
が
確
保
さ
れ
ま
し
た
。

水
道
企
業
会
計
K
か
き
ま
し
て
は
、
昭
和
五
十
二
年
度
末
で
完
成
し
た
水

道
第
一
次
拡
彊
事
業
に
よ
h
p
、
本
市
の
水
道
水
源
は
大
き
〈
強
化
さ
れ
、
夏

季
を
中
心
に
増
大
す
る
水
道
供
給
K
対
処
し
、
安
定
し
た
給
水
が
可
能
と
傘

-10-



h
y
ま
し
た
。

し
か
し
念
が
ら
、
本
年
度
は
夏
以
降
雨
量
が
少
念
〈
、
異
常
渇
水
が
続
き
、

特

K
作
名
ダ
ム
の
貯
水
量
が
減
少
し
た
た
め
、
急
連
作
名
川
下
流
か
ら
作
名

ダ
ム
へ
の
揚
水
施
設
を
痕
設
す
る
と
と
も

K
、
山
本
浄
水
場
改
良
工
事
、
さ

ら
に
は
各
水
道
水
源
の
見
直
し
等
、
今
後
の
生
活
用
水
確
保
の
た
め
全
力
を

挙
げ
ま
し
た
。
ま
た
本
年
度
事
業
と
し
て
、
館
野
、
九
重
地
区
の
水
源
調
査

を
実
施
し
、
懸
案
で
あ
っ
た
各
水
道
の
統
合
事
業
も
事
業
認
可
と
念
り
ま
し

た。収
益
収
支

K
つ
い
て
は
、
単
年
度
五
千
百
十
六
万
余
円
の
赤
字
、
前
年
度

か
ら
の
累
積
赤
字
千
七
百
四
十
八
万
余
向
。
合
計
六
千
八
百
六
十
四
万
余
円

の
赤
字
と
な
h
y
ま
し
た
。

水
道
は
、
市
民
生
活
を
維
持
す
る
上
か
ら
も
欠
〈
ζ

と
の
で
き
な
い
重
要

念
施
設
で
あ
h
y
ま
す
の
で
、
今
後
と
も
一
一
層
経
営
の
合
理
化

K
努
め
、
健
全

念
事
業
の
速
営

K
努
め
た
い
と
存
じ
ま
す
。

以
上
、
昭
和
五
十
三
年
度
の
決
算

K
つ
き
ま
し
て
、
そ
の
概
要
を
・
申
し
上

げ
ま
し
た
が
、
個
々
の
施
策

K
つ
き
ま
し
て
は
、
決
算

K
関
す
る
主
要
念
施

策
の
成
果

K
関
す
る
報
告
、
歳
入
歳
出
決
算
事
項
別
明
細
書
等
K
よ
h
y
御
了

承
を
賜
り
た
い
と
存
じ
ま
す
。

以
上
、
本
定
例
市
議
会

k
b
い
て
上
程
い
え
し
ま
す
各
案
件

K
つ
き
ま
し

て
提
案
理
由
の
説
明
を
・
申
し
上
げ
ま
し
た
が
、
念
hv
、
と
の
会
期
中
w
h

沿
い

て
、
館
山
市
教
育
委
員
会
委
員
中
一
名
の
者
が
と
の
九
月
三
十
日
付
を
も
っ

て
任
期
満
了
と
念
h
y
ま
す
の
で
、
と
の
選
任
方

K
つ
い
て
市
議
会
の
同
意
を

得
た
〈
追
加
議
案
の
上
程
を
hv
願
い
す
る
予
定
で
あ
h
y
ま
す
。

念
会
、
市
制
施
行
四
十
周
年
を
記
念
い
た
し
ま
し
て
、
名
誉
市
民

K
つ
い

て
も
御
推
薦
申
し
上
げ
、
議
会
の
同
意
を
得
た
い
と
存
じ
て
h
v
b
ま
す
。

以
上
、
申
し
上
げ
ま
し
た
が
、
何
と
ぞ
慎
重
念
る
御
審
議
を
賜
h
y
ま
す
よ

う
h
g

願
い
申
し
上
げ
、
提
案
理
由
の
説
明
を
終
h
p
ま
す
。

O

議
長
(
石
井
正
君
〉
以
上
で
提
案
理
由
の
説
明
を
終
h
y
ま
す
。

延

会

午
前
十
時
三
十
分
延
会

O

議
長
〈
石
井
正
君
)

h

v
諮
h
y
い
え
し
ま
す
。

本
日
の
会
議
は
と
れ

K
て
延
会
い
た
し
た
い
と
患
い
ま
す
。
と
れ

K
御
異

議
あ
h
y
ま
せ
ん
か
。

(
「
異
議
念
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
h
y
)

。
議
長
(
石
井
正
君
)
御
異
議
念
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
本
日
は
と
れ

K
て
延
会
す
る
と
と

K
決
し
ま
し
た
。

念
b
、
現
九
月
四
日
は
議
案
調
査
の
た
め
休
会
、
次
会
は
九
月
五
日
午
前

十
時
開
会
と
し
、
そ
の
議
事
は
通
告

K
Z
る
行
政
一
般
質
問
を
行
い
ま
す
。

と
の
際
申
し
上
げ
ま
す
。
各
議
案
並
び

K
決
算

K
つ
い
て
の
質
疑
通
告
の

締
め
切
h
y
は
九
月
五
日
正
午
ま
で
で
あ
タ
ま
す
の
で
、
申
し
添
え
ま
す
。
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本
自
の
会
議

K
付
し
た
事
件

て
会
議
録
署
名
議
員
の
指
名

て
会
期
の
決
定

一
、
会
議
日
程
の
決
定

て
議
案
第
三
十
九
号
乃
至
議
案
第
四
十
八
号
、
認
定
第
一
号
乃
至
認
定
第
七

号
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